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建設環境委員会会議録 

 

平成２５年１０月２４日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５４分閉議（実時間１０３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８６号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第６号(関係分) 

１．議案第９３号・八代市道路占用料に関する

条例の一部改正について 

１．議案第９４号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について 

１．議案第９５号・八代市特定公共賃貸住宅条

例の一部改正について 

１．その他 

・「ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関

する意見書」議決の要請について 

１．所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

(熊本県「ＰＭ２.５に係る暫定的な対応方

針」の見直しについて) 

(ごみ非常事態宣言後の状況について) 

(入札・契約制度の改正について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  太 田 広 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長      船 藏 満 彦 君 
 
  建設部総括審議員 
           中 山 義 晴 君 
  兼次長 
 
 
  首席審議員兼 
           下 川 哲 夫 君 
  土木建設課長 
 

  坂本建設事務所長 鶴 本 英一郎 君 

  土木管理課長   鶴 山 信 一 君 

  土木管理課長補佐 角   竜一郎 君 

  建築住宅課長   今 村 一 成 君 
 
  建築住宅課主幹 
           山 口 敏 朗 君 
  兼課長補佐 
 

 環境部長      宮 川 正 則 君 

  環境課長     宮 田   径 君 

  ごみ対策課長   山 口   剛 君 

 総務部長      木 本 博 明 君 

  契約検査課長   國 岡 雄 幸 君 

                              

○記録担当書記    松 本 和 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり定足数に達しましたの

で、ただいまから建設環境委員会を開会いたし

ます。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第８６号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 最初に予算議案の

審査に入ります。 

 それでは、議案第８６号・平成２５年度八代

市一般会計補正予算・第６号中、当委員会関係

分を議題とし、説明を求めます。 
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○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、船藏建設部

長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 建設部でございます。 

 本委員会に付託されました、議案第８６号・

平成２５年度八代市一般会計補正予算・第６号

中、当建設部所管分につきまして、中山総括審

議員兼次長並びに関係課長より説明させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 中山建設部総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（中山義晴君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり） 

 建設部総括審議員兼次長の中山でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元の補正予算書の２ページを

お開きください。 

 第１表・歳入歳出予算補正につきましてで

す。下の３ページのほうが歳出でございます。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費で、補正前の額１０５５万１０００円

に４２３万円を増額補正し、１４７８万１００

０円といたしております。今回の補正の理由と

いたしましては、平成２５年７月３日から５日

の梅雨前線豪雨で被災した坂本町の市道八竜山

線の災害復旧経費の増額補正をお願いするもの

でございます。 

 節ごとに御説明いたします。１５ページをお

開きください。１５ページの一番下になりま

す。款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設

災害復旧費の目１・道路橋梁施設災害復旧費で

４２３万円の増額補正をお願いするもので、節

の１５・工事請負費に４２０万円と、節の１１

・需用費に、その事務費として３万円を追加計

上するものでございます。なお、復旧工事につ

きましては、本年度中の完了を目指すものでご

ざいます。 

 次に、お手元にお配りしております資料の説

明をさせていただきます。右肩に、表紙右肩に

黒枠で資料と記したＡ４判のものでございま

す。今回補正対象の事業の位置図、それから、

平面図等を資料といたしております。 

 以上で、款１０・災害復旧費の説明を終わり

ます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。災害復旧費とい

うことで、どうしてもやらなければならない費

用ということで理解をいたします。その中で、

以前委員の中からも、災害復旧に当たっては、

原形復旧といいますか、災害復旧するために、

いち早く手当てをして、修理をしてほしいとい

う声があって、専決処分でもやむを得ぬとじゃ

ないかというようなお話もですね、意見もあっ

てたというふうに思うんです。ということから

すると、臨時議会、９月２０日にありました臨

時議会のほうに、この案件が出てもよかったの

かなというふうに思ったわけですけども、その

あたりの考え方は、専決で処理をしようという

ような考え方がなかったかということについ

て、考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 船藏建設部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。大倉委員お

っしゃられますように、一応臨時議会でもとい
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う考えは、一応ありましたものの、正確な金額

が、災害の査定をですね、受けて、初めて金額

が固まりますもんですから、査定日がいつだっ

たかな、（｢９月の３日です」と呼ぶ者あり）

９月の３日が査定だったもんですから、その

後、一応段取りして、臨時議会ということは、

ちょっと時間的にどうかなということで、一応

地元でも、被災しておりますものの通行は可能

でございますもんですから、地元でも、そんな

に困らないということで、１０月というか、今

の時期の補正を計上したわけでございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 要望という形になりま

すが、やはり、議会を通すということがです

ね、逆に復旧の完成まで時間がかかること等に

対して、理由といいますか、職員さんたちの言

いわけっぽくなっているところもあるように聞

くんですよね。そういったことを聞くと、やは

り、いち早く直していただくことを考えれば、

査定もあるかもしれませんが、査定直後に直近

の議会あたりに専決で出していただくというこ

とも、今後は考えていっていただいてもいいの

かなというふうに思いますので、そのあたりも

十分配慮いただければというふうに、意見とし

てお願いをしておきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済みません、今の関

連なんですが、査定が、今９月というふうなお

話でしたけれども、災害そのものがあってるの

が７月３日、５日ですよね。そうしたときに、

やっぱり一番早いという段階で、９月のその時

期じゃないと、査定ができないということなん

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 下川首席審議員兼

土木建設課長。 

○首席審議員兼土木建設課長（下川哲夫君） 

はい。査定は、国交省のほうと財務省のほうか

らおいでになって査定があるわけですが、それ

が、期日が年に何回とか、そういうのが決まっ

ております関係上、被災してすぐ査定というの

はございませんで、その間１カ月、２カ月ずれ

るというのは往々にしてあるものでございま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） わかりました、は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、ふと２５年の７月

３日から関係の資料を、ちょっとばかり目を通

したんですけども、この状況を見ればですね、

早急に復旧しなきゃいけないというふうに、私

は見るんだけども、そこらあたりの感覚はどう

かな。 

○委員長（成松由紀夫君） 早急な復旧につい

て、答弁、どこいきますか。 

 はい、鶴本所長。 

○坂本建設事務所長（鶴本英一郎君） はい、

坂本建設事務所の鶴本です。 

 当路線は、幅員が４メーターでございまし

て、崩壊したところが、路肩部分の１メーター

弱でしたので、通行に関しては、安全柵等の設

置を行いまして、３メーター確保できましたの

で、若干危険ではございましたが、通行可能と

いうことで、このように行っております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そういう説明でよろし

いわけですけども、この写真を見た範囲内での

今の私の、山本委員の説明を求めたわけですけ

れども、私が見た範囲内では、やっぱり、委員

の方が見られれば、この写真の添付を見てです

ね、私は、やっぱり危険性があるというふうに

感じておりますので、いろんな、大倉委員な

り、委員の方々から意見が出ておりますけど

も、専決は専決として、これは災害ですから、

すぐ復旧するのが災害復旧というんですよ。そ

れを１年も２年もかかって災害復旧するのは、

生活なり、危険性があるのは、なるだけなら、

やっぱし専決してですね、早急にですね、査定

でもですね、それはこちらが急げば、査定は早

くできるわけでしょうが、担当が。やっぱり、

そこらあたりについても、やっぱり早急にして

いただく、これは本当に、この写真の添付を見

なければ、私は、意見として、委員長、言わな

かったんですけれども、この写真を見た、添付

資料を見た中では、私は、早急にするべきだ

と、そのように思いますので、今後とも注意し

てから、ひとつよろしくお願いしておきます。

これは要望しておきますからですね。 

○委員（太田広則君） 委員長、関連していい

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） はい。じゃあ、逆に聞

きますけど、これが通行どめの被災だったら、

もっと早く、査定ば、先ほど大倉委員から臨時

会云々がありましたけど、これが通行どめにな

ってたら、もっと早く対応されてましたですか

ね。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、船藏建設部

長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。通常、道路

が寸断されたという場合には、まず、通られる

ように仮復旧を、まず最初いたします。ただ、

仮復旧費用につきましては、単独予算ですの

で、少ない予算で効率的というのを、まず、い

たします。それから、査定を受けまして、国の

本格的な補助事業をもって、本復旧に当たると

いうのが通例の災害復旧事業でございます。 

 ですから、仮復旧は、寸断された場合はする

ということでございます、すぐにですね。 

○委員長（成松由紀夫君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。要は、専決ね、

例えば、もう間に合わないんで、急ぎますって

言ってから、専決打つわけですよね。例えば、

早く復旧しなきゃいけないという中で、もし、

ここのところが、通行どめ、これ八竜山の展望

台に上がるところですよね。一番大事な幹線で

はありますよね。そこが通行どめになったとい

ったときは、急ぐんですかと、急がなきゃいけ

ないですよねっていう話、先ほどから、いや、

通行が、のり面だけの崩壊だったもんですか

ら、９月の議会まで、査定も２カ月ぐらいかか

ったという話ですよね、これ。だから、本当に

通行どめだったら、もっと早く対応する準備は

あるんですかということを、逆に聞いているん

だけど。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。今、御説明

しましたように、通れるように、仮復旧につき

ましては、すぐ対応するということでございま

す。 

○委員（太田広則君） いずれにしても、災害

復旧に関しては、スピーディーに、状況、状況

によってですね、いろんなことが想定されて、

違うケースがたくさんありますけれども、通行

どめとか、通常のね、幹線道路がやられたとき

には、早くスピーディーな、議会が足かせにな

ったらですね、逆にいけないと思いますんで、
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そこんとこだけ要望しておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、１点よか

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 確認です。この崩落現

場の前後１００メートルぐらいのところに、注

意喚起を促す看板あたりは、もちろん設置して

いただいてますよね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、鶴本坂本建

設事務所長。 

○坂本建設事務所長（鶴本英一郎君） はい、

一応、確認のための看板は設置しております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 今、るる御意見が出てますが、幸村議員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） 済みません、確認な

んですが、やっぱり、災害復旧、早くしてほし

いとかっていう話がある中で、さっき国の補助

事業というか、国の査定の時期が決まっている

から、やっぱり、こうなんだというお話があっ

て、でも、やっぱり早くしたほうがいいよねと

いうふうになったときに、早くする手だてとい

うのがあるんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、船藏建設部

長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。先ほども太

田委員さんのほうに御説明しましたが、通常

は、土のうですとかを積んで、仮の崩れないよ

うな復旧をして、そして、道路ですと、寸断さ

れたらば、そこに盛り土して、通常車が通れる

状態までは、一応しようということで、それは

単独予算でしております。もちろん、河川も一

緒でございます。そして、査定を受けて、本復

旧をこのような形でしますという査定を受け

て、それから、国に補助申請して、本格的な復

旧をするというのが通常の災害復旧事業でござ

います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） ということは、結局

市の単独予算というのを使うということになる

んですよね。 

○建設部長（船藏満彦君） 仮復旧費用はです

ね。 

○委員（幸村香代子君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。（｢言いたいけど、

ありません」と呼ぶ者あり） 

 今、るる御意見が出てますが、この災害復旧

費、災害復旧は迅速にやっていただきたいと、

議会が足かせにならないようにというのは、市

民の皆さんからも、議会が予算をつけぬからと

か何とかというような意見がですね、聞かれる

傾向もありますので、そこら辺はしっかりです

ね、迅速に対応できるように専決打ってでもと

いうことでの御意見だと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上で、質疑を終了します。 

 意見がありましたら、御意見をお願いいたし

ます。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第８６号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおりに決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９３号・八代市道路占用料に関する条

例の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、条例議案の
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審査に入ります。 

 議案第９３号・八代市道路占用料に関する条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 鶴山土木管理課

長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 土木管理課長の鶴山でございます。隣は課長

補佐の角でございます。よろしくお願いいたし

ます。座って説明させていただきます。 

 それでは、議案書１３ページ、議案第９３号

・八代市道路占用料に関する条例の一部改正に

ついて説明をさせていただきます。 

 本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、同

施行令の規定を引用している八代市道路占用料

等に関する条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 資料の５ページをお開きください。まず、道

路占用とは、道路管理者の許可を得て、道路上

及びその上空、地下に一定の施設を設置し、継

続して道路を使用することであります。 

 次に、条例改正の趣旨といたしまして、八代

市道路占用料に関する条例は、八代市における

道路占用料の額とその徴収方法について定める

条例であります。 

 現行の条例においては、道路法施行令に準じ

て、占用料を減免できる占用物件の一つとし

て、国の行う事業のための道路の占用を規定し

ています。 

 今回道路法施行令が一部改正され、国道にお

いて占用料を減免できる占用物件の中から、国

の行う事業のための道路の占用の規定が削除さ

れております。そこで、条例につきましても、

該当箇所を同様に削除し、政令との整合を図る

ものでございます。 

 なお、今回は道路法施行令の改正に関する規

定のみを変更するものであり、道路占用料の額

については変更ありません。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、議案か

ら、議案に関連してという形でお尋ねをさせて

いただきたいと思います。 

 今回は、国の施行令ですかね、法律の変更に

よってということでありますが、こういった変

更に伴って、八代市の道路占用の考え方も変

更、見直しをしていくということができるとい

うふうに思っております。今回の分とは、直接

的には関係ありませんけど、考え方だけ、ちょ

っとお聞きしておきたいなというふうに思いま

す。 

○土木管理課長補佐（角竜一郎君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、角課長補

佐。 

○土木管理課長補佐（角竜一郎君） はい。今

回のこの規定の部分に関しましては、占用料を

免除する場合、また、取らない場合というのの

規定ですので、国の規定に準じた形で免除規定

は、市の条例、あるいは規則によっても定める

ということにしてあります。 

 ただ、今議員さんがおっしゃいましたよう

な、市の考え方としまして、道路占用料という

のが、これまで改定の時期というのが、不定期

になっている傾向がありまして、それが平成１

９年の３月以降、平成２０年に入りましてから

は、国のほうも３年に１度の見直しをあけて、

実際の土地の価格を反映させたようなところ

で、占用料を定めていくというふうな流れに変
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わってきておりますので、県もそういうような

流れになっておりますし、県内の他市を見まし

ても、２０年以降の改正というのは、直近の固

定資産税評価額をベースにした形で、道路占用

料を決めてございますので、八代市の場合もそ

のような形をとりながら、今後占用料というの

を考えていく必要があるのではないかと、そう

いうふうに考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 関連ですので、この程

度で。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第９３号・八代市道路占用料に関する条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。（｢お世

話になりました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第９４号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第９４

号・八代市営住宅設置管理条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 今村建築住宅課

長。 

○建築住宅課長（今村一成君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 建築住宅課課長の今村でございます。よろし

くお願いします。隣は課長補佐の山口でござい

ます。座って説明させていただきます。 

 今回審議をお願いしておりますものは、八代

市営住宅設置管理条例の一部改正、並びに八代

市特定公共賃貸住宅条例改正の２件の条例改正

についてであります。 

 まず、議案第９４号・八代市営住宅設置管理

条例の一部改正の説明をさせていただきます。 

 資料は６ページから７ページ、先ほど配られ

たと思いますが、右肩に資料と書いてある、四

角く囲って書いてある資料の６ページから７ペ

ージ、それで、６ページをお開きください。 

 この条例の第６条は、市営住宅の入居者の資

格を定めたもので、入居できるのは原則として

夫婦、親子などの同居親族がある方ですが、特

例としまして、老人、身体障害者、その他特に

居住の安定を図る必要のある者に該当すれば、

単身で入居できる場合もあります。これは、第

２項で定めております。 

 資料の７ページをお開きください。この中

の、四角く囲ってあります８号で、ＤＶ被害者

について定めております。ＤＶ被害者は、配偶

者からの暴力の防止及び配偶者の保護に関する

法律で定められているところでありますが、こ

れまで配偶者間のみのＤＶ被害者が対象とされ

ておりました。ところが、この法律の一部が改

正されまして、生活の本拠をともにする交際相

手からのＤＶ被害者も対象とされましたことに

よりまして、本条例のＤＶ被害者の対象も同様

となるように改正するものでございます。 

 議案書１６ページをごらんください。概要と

しましては、本条例第６条第２項第８号に引用

しております法律名を、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律とあるもの

を、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律へ改め、第１条第２項に規定す
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る被害者での、被害者でという部分を被害者又

は配偶者暴力防止等法第２８条の２に規定する

関係にある相手からの暴力を受けた者でに改め

るものです。 

 また、同号中、アに引用しております、配偶

者暴力防止等法第３条第３項第３号と、同第５

条の後に、それぞれに（配偶者暴力防止等法第

２８条の２において準用する場合を含む）を追

加し、さらに、同号中、イに引用しておりま

す、配偶者暴力防止等法第１０条第１項の後に

も、（配偶者暴力防止等法第２８条の２におい

て準用する場合を含む）を追加するものです。 

 以上、御審議よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。ＤＶ被害者を加

えられるという部分に関しては、何も問題はな

いというふうに、私は判断をしてるんですけれ

ども、実際の運用に当たってですね、この項目

を入れられることによって、どういう取り扱い

になっていくんでしょうか。特別に、ＤＶ被害

者が入居申し込みに来られたときには、優先し

て入居が可能というふうな判断をされるのか、

いやいや、そのほかに待っている待機入居者の

方も、希望者もいらっしゃるから、同じ扱いで

取り扱わせていただきますという話になるの

か、そのあたりはどのような対応を考えていら

っしゃいますか。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 山口主幹。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい。まず、ＤＶ被害者につきましては、以前

の条例から入っていた部分でございます。今回

新たに配偶者だけではなくて、同居してた者か

らも受けた場合をということで、最近の社会情

勢に合わせて、まず、法律が改正されたという

ところでございます。 

 現在のＤＶ被害者の受け入れにつきまして

は、まず、緊急を要する場合は、目的外使用と

いう形で６カ月間、住宅の手数料等を取らず

に、無料で入居を、まず６カ月間、こちらのほ

うで部屋をお貸ししております。その６カ月間

の間に、新しい住宅を探してくださいというこ

とでお願いしているところでございます。 

 また、ＤＶ被害者の方が申し込みを、通常の

申し込みですね、というのは、抽せんによって

入居の順番が決まるんですけれども、それにつ

きましては、抽せん回数をふやすという対応で

の優遇措置という形だけで、通常の申し込みに

つきましては、ほかの申し込み者がいらっしゃ

る場合においては、その順番で待っていただく

という形になります。まず、ＤＶ被害者を６カ

月間無料で、こちらのほうで部屋をお貸しする

という対応、その後は通常の受け入れで、市営

住宅を望まれる場合は、そちらのほうに入って

いただくという形で対応しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 被害届のあった方は、

優先してということで判断していいんですか。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口主幹兼

課長補佐。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

一応、ＤＶ被害者の場合は、裁判所の裁定であ

りますとか、そういったものの証明する書類が

出てまいります。その書類をもって、ＤＶ被害

者であるという認定をいたしまして、こちらで

優先的には対応するという形をとっておりま

す。 

○委員（大倉裕一君） はい。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） ということは、常時空

き部屋を確保していただいているということに

もなりますかね。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口主幹兼

課長補佐。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

現在空き部屋を、ＤＶ被害者専用ということで

とってはおりません。ただ、あいてる部屋がご

ざいますので、そちらのほうに入っていただく

と、あいている部屋を探して、そちらのほう

に、まずは入っていただくという形で運用を行

っているところでございます。 

 ただ、６カ月間を過ぎますと、一般のいろん

な事情を持った家庭の方の申し込みと同じ扱い

で扱わせていただいているというところでござ

います。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 仮にですね、満室、市

営住宅満室という状況になった場合は、どうい

う対応になりますか。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口主幹兼

課長補佐。 

○建築住宅課主幹兼課長補佐（山口敏朗君） 

はい。仮に、全部が満室であった場合、基本的

には、県の女性センターでありますとか、そう

いうところから事前に相談がありますので、受

け入れる部屋があいておりませんということ

を、まずはお答えいたします。そうしますと、

ほかの地域でありますとか、ほかの自治体であ

りますとか、そういったところを探されるとい

うことになります。 

 八代市のほうにも、そういう状況がありまし

た場合に、熊本市内であいてないから、八代市

を探しておりますとか、そういうふうに県の女

性センターからの連絡がありまして、その状況

によりまして対応しているところでございま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、質疑を終

了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

 意見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第９４号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９５号・八代市特定公共賃貸住宅条例

の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第９５

号・八代市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 今村建築住宅課

長。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい。次の、

議案第９５号です。八代市特定公共賃貸住宅条

例の一部改正についてですが、説明に入ります

前に、申しわけございませんが、議案書と資料

の訂正をお願いいたします。 

 議案のほうでは、正誤表がございます。議案

書１８ページ６行目の部分で、正しくは、省令

第２６条第４号又は第５号に掲げるものに改
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め、でありまして、省令第７条第３号及び第４

号に掲げる者に改め、は誤りでございます。 

 また、別添の先ほどの資料のほうですが、８

ページの中ほどで、太文字の部分の３の中で、

地方公共団地と書いてありますけども、地方公

共団体ですね、訂正をお願いします。申しわけ

ございません。 

 それでは、資料、その８ページからです。 

 特定公共賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅の

供給の促進に関する法律をもとに、中堅所得者

向けに整備されました賃貸住宅の一つでありま

して、民間の土地所有者が行うものとして、特

定優良賃貸住宅、地方公共団体が行うものとし

て、特定公共賃貸住宅の２種類がございます。

本市においては、特定公共賃貸住宅として、鏡

町の公営楠住宅がございます。 

 この条例の第４条では、入居者の公募方法に

ついて定めたものでございますが、上位の特定

優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規

則が改正されまして、資料、次のページ、９ペ

ージですが、④、中ほどちょっと下側にありま

す④にありますように、災害により滅失した住

宅に居住していた者に関する条項が、新たに加

えられまして、対象者の範囲が拡大されており

ます。このため、本条例において、この規則と

の整合を図り、さらに、条文中に揚げるとして

いる部分がございまして、より適切と思われる

掲げるに、言葉を改めるものです。 

 また、第４項、――同条第４項において、申

し込み期間を、規則との整合を図るため改める

ものです。 

 議案書をお開きいただきたいですが、１８ペ

ージです。概要としまして、第４条第１項で

は、特定公共賃貸住宅を法第３条第４号イまた

はロにあげる者（以下「一般賃貸人」と言う）

は、省令第７条第３号に揚げる者とあるもの

を、省令第２６条第４号又は第５号に掲げる者

へ改め、第４項では、１週間以内とあるもの

を、少なくとも１週間へ改めるものです。 

 以上、御審議よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） もうよかですか。

よかですね。はっきりしましょう。 

 それでは、以上の部分について、まだあっと

でしょう。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい、済みま

せん。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、今村課長。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい。先ほ

ど、誤記がございまして、正誤表を申しました

けども、誤記について、御説明いたします。 

 この誤記は、議案書が作成された後に、ま

た、再度精査しましたところ、特定優良賃貸住

宅の供給の促進に関する法律施行規則の第７条

における規定は、民間事業者を対象としたもの

であります。地方公共団体を対象とした規定

は、第２６条でありまして、本来は、この２６

条を引用すべきであって、誤りであることが判

明しました。しかしながら、議案書作成後でも

ありましたために、申しわけございませんけど

も、正誤表により対応させていただくことにな

りました。 

 なお、本規則第７条と２６条とでは、内容的

に相違がないので、これまでの入居者への取り

扱いには問題がなかったものと考えておりま

す。 

 以上、御審議をよろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すね。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。 

 質疑ございますせんか。ございませんですか

ね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上で

質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第９５号・八代市特定公共賃貸住宅条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

○委員長（成松由紀夫君） お諮りいたしま

す。 

○委員（大倉裕一君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、予算案

が、また出てるのがあると思うんですけど、き

ょう、予算案の審査はしないんですかね。 

 ９６号の一般会計補正予算・第７号、この中

で、（｢消費税だろう」と呼ぶ者あり）（｢１０

月１７日提案分、追加提案分です」と呼ぶ者あ

り）（｢消費税関係の債務負担ですか」と呼ぶ

者あり）はい。（｢総務委員会で一括になりま

す」と呼ぶ者あり）総務になっとですね。 

○委員長（成松由紀夫君） 所管じゃございま

せん、よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、付託され

ました案件の審査は全部終了いたしました。 

○委員長（成松由紀夫君） お諮りいたしま

す。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

                              

◎その他 

・「ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関

する意見書」議決の要請について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、付託されま

した案件のほか、全国温泉所在都市議会議長協

議会から「ホテル・旅館等建築物の耐震化の促

進に関する意見書」の議決について要請が参っ

ております。 

 過日の議会運営委員会で協議の結果、当委員

会に送付されてきました、――送付されてまい

りました。ついては、その取り扱いについて御

協議をお願いいたします。 

 また、内容については、お手元に配付の資料

のとおりでございます。 

 参考までに、本件については、本市も加盟し

ている団体からの要請ということもあり、議会

運営委員会の中で、議長より委員会内での取り

扱いについては、特に御配慮方願いたい旨の申

し出があっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、「ホテル・旅館等建築物の耐震化

の促進に関する意見書」議決の要請について、

御意見等はございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） この意見書について

は、全国の議長会でですね、協議会で、議長会

と全国温泉の協議会、会長名で来ておりますの

で、この内容についてはですね、すばらしい、

促進する、関する意見書については、すばらし

いものでありますし、私、委員としてはです

ね、御賛同したいと思いますので、よろしくお

願いを、取り扱いをよろしくお願いしたいと思

います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに御意見ござ

いませんか。 

 もしも、説明、――幸村委員。 
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○委員（幸村香代子君） はい。意見書の提出

についてはですね、今の山本委員の意見に賛同

するものでありますけれども、中身についてで

すね、非常に気にかかる分がありまして、そし

て、意見書の修正いただいても構いませんとい

うふうなことがあるので、少し意見を述べさせ

ていただきたいんですが、下からですね、１、

２、３行目、延長すること及び耐震診断結果の

公表をですね、猶予することというふうな文言

があるんです。これについてはですね、私は賛

同しかねる部分があります。一応、診断結果を

所管行政庁に報告することが義務づけられて、

その集められた結果をですね、やっぱり、公表

すべきであろうと。むしろ、その結果をもって

ですね、きちんとした財政処置をですね、国に

諮っていただきたいというような文言にすべき

だろうと。やっぱり、この診断結果の公表をで

すね、猶予するということについては、私は問

題があるというふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員か

らの御意見が出ておりますが、そこの文言、耐

震診断結果の公表を猶予するというところが、

これは猶予しないちゅうことですかね。 

○委員（幸村香代子君） 公表しないよう特段

の配慮がされるようという話になるでしょう。

私は、やっぱり、それは違うというふうに思う

んです。するべきだというふうに思います、は

い。だから、やっぱり、その結果を受けて、国

としては、財政措置をですね、きちんとやって

いただきたい、早急にやっていただきたいとい

うふうなことで、意見書は提出すべきであろう

というふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、そういう意

見でございますが、ほかに御意見ございません

か。 

 もし、書記より県内１３市の取り扱い状況に

ついて説明させてもよろしいですが。説明させ

ますか、県内１３市の取り扱い状況。（｢説明

してください」と呼ぶ者あり）はい、では、ど

うぞ。 

○書記（松本和美君） はい。本件につきまし

て、本市も加盟しております、全国温泉所在都

市議会議長協議会からの要請でございますが、

同協議会に加盟している県内全７市、温泉、ホ

テル、旅館がある、県内全７市のうち、本市を

除く採択状況については、さきの６月及び９月

定例会において、可決されましたのが水俣市、

玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市です。残りの

人吉市におきましては、参考送付扱いとなって

おります。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま県内１３

市の取り扱い状況についての説明でございます

が、ほかに、まだ何か意見があれば、説明が求

められれば、担当課も待機しておりますけれど

も。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 要は、この意見書につ

いては、財政支援をしてほしいというのが目的

なんですよ、はっきり言ってですね。これをし

なければですね、なかなか、今の状況で、全国

の議長会で、この温泉都市の協議会をつくって

ですね、私も何回か出席をしながら、議論をし

たことがあります。それについては、もう財政

支援をしてほしいと、大変過疎化が進んでいる

状況、温泉地がなっとる状況ですね。もう再建

のする中で、その旅館を新しく切りかえるとい

うこともできない状況であると。それにおいて

は、ぜひとも財政支援が欲しいということを、

何回も訴えてまいりました。そういう中で、改

めて、このようなですね、耐震化の促進、耐震

化の状況の中で、意見書が出てきたというの

は、本当に私はですね、この意見書を出さなけ

ればですね、それは、国としてですね、もう本
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当、今財政支援なんかですね、言うだけのこと

であって、これを実施するためにもですね、ぜ

ひとも意見書をですね、強固な意見書を、私は

出すべきだと、どこもですね、この温泉に加盟

しとる自治体というのはですね。そういうこと

で、私はぜひともやってほしいというふうに思

います。今、幸村委員が言われたように、そう

いう財政支援って大事なんですね。 

 委員長、そういうこと、お計らいを、御審議

をしてほしいと思います。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今、２名の委員さんか

らの意見がありましたが、私も意見書のほうに

は賛成をしたいと、賛同したいというふうには

思いますが、幸村議員から提言があったよう

に、この意見書というのは、耐震化をして、お

客さんにより安全という部分をですね、担保す

るものだというふうに、私も思いますので、そ

の分については、やっぱり公表をしながら、そ

のために財政支援もいただくというふうな意見

書のほうが、よりベストじゃないかなというふ

うに思いますので、少し文言を変えた中での意

見書採択をお願いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会いたします。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５８分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本会に

戻します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、お諮り

いたします。 

 本件の趣旨に賛同の上、議員発議したいと思

いますが、それに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、そのよ

うにいたします。 

 案文につきましては、事務局と調整すること

とし、後日、発議の手続をとらせていただきま

す。 

 なお、趣旨弁明はどなたにお願いいたしまし

ょうか。（｢委員長」と呼ぶ者あり） 

 それでは、そのようにいたします。 

 小会します。 

（午前１０時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５９分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して１件、生活環境に関する諸

問題の調査に関連して２件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（熊本県「Ｐ

Ｍ２.５に係る暫定的な対応方針」の見直しに

ついて） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

熊本県「ＰＭ２.５に係る暫定的な対応方針」

の見直しについてをお願いいたします。 

○環境部長（宮川正則君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 宮川環境部長。 

○環境部長（宮川正則君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 ただいま委員長からございました、熊本県が

本年３月５日から運用しております、ＰＭ２.

５に係る暫定的な対応方針につきまして、去る
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９月、見直しがございましたので、その内容に

つきまして、環境課長より御説明をさせていた

だきます。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。それでは、

熊本県ＰＭ２.５に係る暫定的な対応方針の見

直しについて説明をさせていただきます。座っ

て説明をさせていただきます。 

 資料を１枚お配りしております。１枚物で

す。ＰＭ２.５につきましては、熊本県により

まして、国の暫定方針に沿った、――暫定基準

に沿った対応方針が定められておりまして、本

年３月より、その対応方針に基づいて、注意喚

起の情報が出されておりますけども、報道でも

御承知のとおり、このたびその対応方針の見直

しが行われましたので、御報告をさせていただ

きます。 

 今回の主な変更点は大きく３点でございま

す。 

 まず１点目は、注意喚起の地域区分が設定さ

れました。これまでは、県内の測定局のどこか

１カ所でも、基準を超えますと、県内全域に対

しまして注意喚起が行われておりましたけど

も、今回の見直しによりまして、県内４つの地

域分けがなされております。八代市は太枠で囲

んでおりますけども、人吉、球磨、水俣、芦北

を含めた県南地域となっております。 

 今後は、この県南地域内の測定局におきまし

て、判断基準の超過があった場合に、八代市を

含む県南地域に対して注意喚起が行われること

となります。 

 次に、（２）２点目ですけども、注意喚起の

判断方法でございます。資料の一番上の段、右

側の旧の欄でございますけども、これまでは当

日の午前５時から７時までの１時間値の測定値

で、１カ所でも８５マイクログラムを超えた場

合に注意喚起が行われておりましたけども、今

回の見直しによりまして、左側の新の欄でござ

います。それぞれの地域内で午前５時から７時

までの平均値、これまでは１時間値でしたけど

も、平均値に変わっております。この平均値が

２カ所以上で８５マイクログラムを超えた場合

に、注意喚起が行われることとなります。 

 また、新たにですね、加わりましたのが、現

在情報による判断でございます。当日の午前６

時から午後７時までの間で、午前１時からの各

時間帯までの平均値が７０マイクログラムを超

えた場合にも、注意喚起が行われることとなり

ました。 

 これは、これまで朝だけでしたんですけど

も、朝だけでなく、その後日中にですね、数値

が上がりました場合にも対応できるよう、新た

に設定されたところでございます。 

 そして、注意喚起の解除につきまして、これ

までは翌日の午前０時で自動解除ということで

ございましたけども、見直し後は午後７時まで

の間に、それぞれの地域内の全ての測定局で、

２時間連続で判断基準を下回った場合にも、解

除が行われることとなりました。 

 それと、裏面に移りますけども、３点目で

す。注意喚起の周知内容についてでございま

す。この旧と新の周知内容を比較していただく

とおわかりかと思いますけども、これまでの内

容につきましては、不要不急の外出は控えるこ

とでありますとか、屋外での激しい運動は減ら

すことといった行動をですね、制限するかのよ

うな表現もございましたけども、新しい対応方

針では、激しい運動や外出を減らすことは有効

です、あるいはマスク着用は有効ですとか、国

の指針に沿った穏やかな表現に変わっておりま

す。これは、過度に住民の不安をあおらないよ

うに配慮されたものだと思われます。 

 このように、県の対応方針の見直しが行われ

たわけでございますけれども、具体的に注意喚
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起の状況がどのように変わるのか、資料の中段

をごらんいただきたいと思います。この参考の

部分でございます。 

 表の右側、ことしの３月の運用開始以降、こ

れまで５回注意喚起が行われておりますけど

も、これを新しい方針に当てはめた場合、県南

地域での注意喚起の回数はですね、３回となり

ます。５回が３回となります。 

 これまでの５回の注意喚起のうち、八代市で

基準を超えたのは、この網をかけております５

月２２日と２４日、この２回でございましたの

が、新方針では、５月２３日分が１回ふえると

いうことになります。 

 なお、この新方針での３回といいますのは、

いずれも新たに加わりました現在情報による判

断、すなわち平均値が７０マイクログラムを超

えたことによる注意喚起となります。 

 次に、本市の対応についてでございますが、

県により県南地域に注意喚起がなされた場合、

基本的にこれまでと同様に、市の緊急情報配信

メール、それとホームページを初め、関係各課

を通じまして、学校、保育園等に広く情報伝達

を行ってまいります。 

 ただ、これまで運用してきた中で、ＰＭ２.

５は、健康との関連性が実証されている光化学

スモッグとは異なりまして、直ちに健康への影

響が生ずるものではないという見解が示されて

おりまして、緊急性の観点からですね、課題が

あった、また、場合によっては、住民に過度な

不安を与えていたのではないかと懸念されるこ

とから、県や専門家からもですね、５月の途中

に過度に心配せず、冷静な対応をという呼びか

けがありましたことなどを考慮いたしまして、

防災無線を使った周知は行わないことといたし

たいと考えております。 

 以上、御報告とさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） この３カ所の場所ばち

ょっと。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 場所を、市役所、市の

その３カ所、測定地の場所ばしっかり教えてく

ださい。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。３カ所とい

いますと、左側の市役所局とですかね。 

 はい、市役所局は市役所の隣の総合病院の道

向かいにあります、職員の駐車場の入り口のと

ころにあります、ちょっと上屋が設置されてお

りますが、社会援護課の前、教育委員会の前で

す。（｢教育委員会の横たい、前横たい」と呼

ぶ者あり）はい、横に、そこに小屋が建ってお

りまして、そちらのほうの屋上の設置されてお

ります。 

 それと、八代自排局、こちらにつきまして

は、臨港線の国道の入り口、モニュメント、い

かりのモニュメントがございますけども、その

脇に設置されております。 

 もう一つは、ここには出てきておりませんけ

ども、八千把の農協の敷地内に八千把局、八代

八千把局という測定局がございます。 

 以上の３カ所でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、いいです

か。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、副委員長。 

○委員（太田広則君） 今後ふやす方向性はあ

りますか。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。この測定局

につきましてですね、大気汚染防止を所管する

熊本県のほうで設置しておるものでございまし

て、特に、市としては設置する予定は、今のと
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ころございません。 

 ただ、今後の状況によって、必要があると思

われる場合はですね、県にも移動測定車とかご

ざいますので、そういった要請も必要になって

くるかなあとは思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ＰＭ２.５について

は、私も一般質問をした経緯があります。そう

いう中で、現地をずっと見てきたんですけど

も、はっきり言って、環境的にですね、この場

所がいいのかというのと、それと同時に、今の

高さでいいのかということ、家と家の間に、は

っきり言って、町の中にあってですね、測定と

いうのは、機械が測定するわけですが、えらい

上昇気流なり、いろんな、その状況によってで

すね、やっぱり変わるというのは、変化すると

いうのは、私たちもこの目で見てわかるわけで

すね。たばこを吸ってから、すぐたばこの煙

が、すぐ下から上までばあっと行くのと、そう

いう状況を見ますと、八代のうちの市役所の横

なんかでも、本当あれはですね、当てになっと

かなというような感じがするんですよ。だか

ら、これについては、前から一般質問したよう

に、やっぱし、高く上げるとか、県に要請をせ

ろということで、私も質問しておりますので、

ここら辺についての、やっぱり改築費用とかで

すね、場所の設定等について、市役所の横です

から、なるだけなら高くですね、高いところに

ですね、あんな低かところに置いてですね、私

は、これは本当に本当の数字が出るかなという

ことで、心配でありますので、これは要望して

おきますが、この中で、３局の中で、新に変わ

ってきたんですから、そこらあたりについて

も、きちっとした場所をですね、の中で、そし

てまた、新しく改築をできれば改築をして、見

て、わあ、ここわかるなあ、測定地だなという

ことがわかるようにですね、そういうような施

設にしてほしいというのを、改めて要望してお

きますから。そうせぬと意味がないと思います

よ、はっきり言って。３局しますからですね、

どうにか平均値をとるということでありますけ

ども、そういう場所、それから、はっきり言っ

て、１００％感知をするというようなですね、

そういう一つの性能のあるのをですね、きちっ

と県に要望しとってください。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、御意見です

ね。 

○委員（山本幸廣君） はい、意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。よく防災安全課

のほうから、火災とか、ああいうのをメールで

送られてきますけど、そういった意味で、個人

にもメールで送られることは、今後もあります

か。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。市の対応の

ところでも申し上げましたように、これまで同

様にですね、市の緊急情報配信メール、これに

載せて、メール送信は行ってまいります。 

○委員長（成松由紀夫君） 前川委員、よろし

いですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 
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○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、太田副委員

長。 

○委員（太田広則君） 済みません、注意喚起

判断方法のところなんですけど、早朝時、逆

に、私、要るのかなあという気がしてですね、

現在情報による判断つうのは、もう午前１時か

らずっと１時間ごとに、平均値をとっているん

ですよね。しかも、７０マイクロということ

で。これで、７０超したら、もう喚起するわけ

でしょう。（｢はい」と呼ぶ者あり）ちゅうこ

とは、早朝時の午前５時から７時の１時間値の

３時間の平均値、８５マイクロつうのは、すご

い緩いような気がするんだけど、朝１時からは

かっているんだから、その時点だけでいいよう

な気がするんだけど、この３時間の８５マイク

ロちゅう意味の、もう少し、意味がわからぬと

やけど。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮田環境課

長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。以前からご

ざいました、この早朝時のですね、８５マイク

ログラムというのは、早朝の段階で８５を超え

ると、１日の平均で７０を超える可能性が高い

ということで、国のほうから示されていました

暫定指針でございます。 

 それで、これはこれとして残っているわけで

すけども、そういったのが実態にそぐわないと

いうことで、今回ですね、県のほうで、いわゆ

る１時からの平均値が７０を超えた場合は、も

う注意喚起をしようという新たな基準が加えら

れまして、見直しとなったわけでございます。 

 ですから、実際の早朝の判断の以前にです

ね、７０の平均のほうで注意喚起が行われると

いう、こっちの可能性のほうが高いような気が

いたします。（｢こっちのほうがより厳しく

て」と呼ぶ者あり）上段のほうが、一応国の指

針にはのっとった判断方法だもんですから、一

応基準としては残っているというところでござ

います。 

○委員（太田広則君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですね。 

 ほかになければ、よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、熊本県

「ＰＭ２.５に係る暫定的な対応方針」の見直

しについてを終了いたします。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（ごみ非常事

態宣言後の状況について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、ごみ非常事

態宣言後の状況についてをお願いいたします。 

 はい、宮川部長。 

○環境部長（宮川正則君） 次に、これまで当

委員会に定期的に御報告をさせていただいてお

ります、ごみ非常事態宣言後の処理状況につき

まして、ごみ対策課のほうから、ごみ対策課長

のほうから御説明させていただきます。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。ごみ対

策課の山口でございます。よろしくお願いいた

します。座って説明をさせていただきます。 

 本日配付させていただきました資料と、別に

１つ、グラフのほうを追加で配付させていただ

いております。資料のほうはよろしいでしょう

か。 

 それでは、ごみ非常事態宣言後の状況につい

て、平成２５年度のごみ処理状況に関する報告

ということで、４月から８月分を御報告させて

いただきます。 

 それでは、めくっていただきまして、１枚目

に可燃ごみの収集量の変化をグラフにしたもの

を配付させていただいております。 
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 状況につきましては、ごみ非常事態宣言を行

いました平成２１年度につきまして、毎月の平

均値としまして１６０５トンでございました。

それぞれの年度につきまして記載をさせていた

だいとりますけれども、２２年度が１５４１ト

ン、２３年度が１５８０トン、２４年度が１５

２３トンでございました。 

 また、今年度は、４月から８月までというこ

とで、５カ月間の平均ということで載せさせて

いただいております。これにつきましては、１

５８７トンということで、年度平均よりも、少

し上昇という形になっておりますけれども、こ

れはグラフを見ていただければわかりますよう

に、毎年度４月から８月ぐらいまで、年度の平

均よりもかなり高いという状況でございます。

これは季節的なものとか、異動ですとか、そう

いうものに係ることで、毎年度、この５カ月間

は非常に高いという傾向でございます。 

 ちなみに、２２年度の４月から８月までの平

均としましては１６４３トン、２３年度は１６

６６トン、２４年度は１６１４トンということ

でございますので、それに比べてみれば、今年

度の５カ月分は非常に低い値が出ているという

ふうに考えております。 

 続きまして、２ページ目ですけれども、こち

らは、資源物の収集量を、同じくグラフにさせ

ていただきました。こらちのほうは、２２年度

から２４年度まで、少しずつ上昇をしておりま

して、資源物の回収のほうが、着々と、少しず

つでも浸透している状況ということが言えま

す。本年度につきましても、５カ月間の平均に

つきましては２５９トンということで、非常に

回収が進みつつあるということでございます。 

 続きまして、別に追加配付させていただきま

した資料を御説明いたします。こちらが、１人

１日当たり、家庭から出ます燃えるごみの量の

年度推移ということでございます。こちらは１

０年度から昨年度、２４年度までをグラフ化さ

せていただいております。 

 一番急激に下がりましたのが、平成１１年

度、これはごみ袋を有料化しましたときに、急

激に下がっております。その後、少しずつなれ

とか、そういうものが出たということで、緩や

かに上がってきておりますけれども、非常事態

宣言をしました平成２２年度から２４年度まで

につきましては、２３年度若干のリバウンドと

いうことで、ありましたけれども、２４年度、

そちらのほう啓発もしっかりさせていただいた

ということもありますけれども、少しずつ減少

傾向ということが言えるのではないかと思って

おります。 

 続きまして、もう一回、資料に返っていただ

きまして、続きまして、次は、表を載せており

ます。４月から毎月分の収支を表にしたもので

ございます。一応説明のほうは、一番最後の８

月分について、ちょっと説明をさせていただく

ということで、お願いいたします。 

 まず、１番目の表ですけど、一番上ですけれ

ども、可燃物と書いてあります。八代・坂本地

域の収集量としまして、２１年度、これは２１

年度の年間ですけども、２１年８月から２２年

７月までの実績ということで記載しておりま

す。２１年の８月に１６２４トンが、今年度が

１５１８トンということで、１０６トン、比較

的下がっております。年間につきましても、９

８７トン、収集量のほうは減っております。１

人当たりの排出量になりますと、２６.５トン

が、月、年間にしまして、――済みません、失

礼しました、２６.５グラムでございます。そ

れから、年間につきましては２０グラムという

変化になっております。 

 また、一般の搬入、これは中北清掃センター

に直接持ってこられる分と、あとは許可業者が

搬入する分ですけれども、こちらのほうも減っ

てきております。トータル的に、可燃物の搬入

量としましては、年間を通しまして１６４０か
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ら５０、２１年度に比べては減っているという

状況でございます。 

 続きまして、下の資源物ですけれども、同じ

く、２５年度の８月分につきましては１５ト

ン、年間につきましては３２８トンということ

で、こちらのほうは年間トータルではふえてお

ります。月ごとには、若干上がったり下がった

りという月もございますので、８月につきまし

ては、資源物は１５トン減っております。こち

らのほうのトータルでございますけれども、２

９５トンと、年間では上昇をしております。 

 それから、下の処理実績でございます。収集

量と、直接搬入を合計しました量が、２１年度

と２５年度を記載しておりまして、比較しまし

て、１８１トンの減量と。 

 それから、資源物を中間処理としますか、整

理を、中北清掃センターのほうでしますけれど

も、それから、返ってきます可燃物ということ

で、１９０トンほど出ております。 

 合計しまして、２５４９トンが、８月の実績

でございます。これが、実際燃やすべき量とい

うことになります。 

 それに対しまして、処理しました量ですが、

清掃センターで焼却しましたものが２３４１ト

ンで、２１年度に比べて４０７トンというふう

に、こちらのほうは減少しております。処理能

力のほうが、２１年度が９５トン程度ございま

した。現在は８７トン程度の焼却量を保ってお

りますので、その辺で焼却能力のほうが落ちて

おります。 

 外部に委託しました量が５０トンでございま

す。こちらは、大牟田・荒尾のＲＤＦセンター

のほうに、今年度から搬入をしております。ト

ータル的に２３９２トンということで、処理を

しております。 

 それで、外部委託の量ですけれども、８月が

５０.１３トンでございました。２５年度の累

計が、その下のほうに４２７トンほど、現在出

しております。一番多かった月が、７月分が１

７４トン出しております。それは、こちらの表

のほうに提出させていただいております。 

 ちなみに、９月の実績でございますが、９月

のほうは、外部委託はゼロでございます。１０

月につきましても、１回出しましたので７トン

程度、今出している状況で、かなりごみのほう

が現在減ってきている状況でございます。 

 あと、今後でございますけれども、季節の変

動もございますけれども、ある程度外部委託の

ほうが、この調子でいくと、かなり予定よりも

減るのかなというふうに考えておりますが、あ

と、１月から２月に関しまして、オーバーホー

ルを予定をしております。その点で、一部炉の

ほうを休止するという予定が出てきますので、

そのときに、６００トン程度搬出が必要かなと

いうふうに考えておるところです。 

 それから、一番下のほうですけれども、日曜

資源の日、――資源の日の日曜日版ということ

で、現在第２と第４の日曜日に、中北の清掃セ

ンターのほうで受け入れをしております。この

状況につきましては、大体２回実施で、９トン

から１０トン程度の搬入が来ております。一

応、皆さん好評をいただいている状況でござい

ます。 

 今後も頑張って資源回収のほうを進めていき

たいというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上で説明のほう、終わらせていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はございませんか。よろしい

ですか。（｢ありません。人口減っとるけん

で、ごみは減らぬばんとたい。以上、なし」と

呼ぶ者あり） 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

ごみ非常事態宣言後の状況についてを終了いた



 

－20－ 

します。（｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

（入札・契約制度の改正について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、入札・契約

制度の改正についてをお願いいたします。 

○総務部長（木本博明君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、木本総務部

長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまし

て、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 入札・契約制度の改正について、國岡契約検

査課長が説明しますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、國岡契約検

査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 契約検査課の國岡でございます。 

 今回、入札・契約制度の改正について、今後

一部改正を予定しております件につきまして御

報告をいたします。済みません、着座して説明

いたします。 

 配付資料の確認でございますけれども、３枚

のホッチキスとじで、表題が所管事務調査、都

市計画・建設工事に関する諸問題の調査という

ことで、「入札・契約制度の改正について」関

係資料というのがございます。そちらのほうで

説明させていただきます。 

 まず、この関係資料の説明に入る前でござい

ますけれども、本市では、入札・契約制度の見

直しに当たっては、より透明性、公平性、競争

性の高い制度とするとともに、市内業者の受注

機会の確保に配慮するという基本的な考え方の

もとに、今日まで幾つかの制度見直しを行って

おります。２４年度につきましては、検討、見

直しを行ったのが約１３件ほどございました。 

 それでは、事前に準備、配付いたしました入

札・契約制度の改正について、関係資料により

御説明いたします。 

 ページをめくっていただきまして、２枚目、

１ページをごらんいただきたいと思います。 

 第１点目、電子入札システム導入に伴う入札

・契約情報の取り扱いにつきましてでございま

す。御案内のとおり、本年４月から、本市は透

明性の高い入札制度を目指し、事務効率化、住

民サービス向上などを目的として、建設工事及

び建設工事関係業務委託を対象とした電子入札

システムを導入いたしました。あわせまして、

このシステム導入を入札制度改革の契機と捉え

まして、さらなる公正な入札の実施を目指し、

建設工事及び建設関係業務委託に係る入札・契

約情報における指名業者名を、今まで入札前に

公表していたのを、入札後に公表と変更してお

ります。 

 しかしながら、先般の議会一般質問で答弁い

たしましたように、システム導入と同時の変更

が影響いたしまして、パソコン、インターネッ

トの扱いになれていらっしゃらない業者の方々

の中には、本市から指名された業者のみに送信

します指名通知の確認漏れ、確認おくれなどか

ら、入札締め切りに間に合わず、入札参加辞退

や不参加となるデメリットが生じております。

事前公表であれば、入札情報公開システムで、

不特定多数の方が容易に確認が可能でありまし

て、辞退、不参加リスクを抑えることができた

というふうに、今感じております。 

 また、指名業者名の事後公表への変更につい

ては、６月の建設環境委員会や業者の方々への

事前、――あっ、済みません、建設環境委員会

や業者の方々の事前説明周知が不十分で、混乱

を招いた結果となっております。 

 加えまして、県内の事後公表を行っている市
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町村につきましては６市町と、まだ少なく、業

者の方々の事後公表に対する理解も、まだまだ

不十分な状況というふうに捉えております。 

 今後の対応といたしましては、４月から実施

いたしました事後公表以降の状況を検証しまし

て、工事入札参加者資格審査委員会での審議、

それから、市長への報告、了承、関係公表要領

の一部改正を初めとする所定の手続を経て、事

後公表を変更前の事前公表に戻したいというふ

うに考えております。 

 なお、事前公表に戻す時期につきましては、

最短で１１月１日以降と予定をしております。 

 今後の事後公表の取り扱いにつきましては、

本建設環境委員会や関係各位、団体等の意見を

踏まえ、県及び県内の他市町村の実施状況等を

勘案いたしまして、今後の課題というふうに考

えております。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。

第２点目、現場代理人の常駐義務緩和の拡大

（本市発注工事と県発注工事との兼任）という

ふうでございます。 

 現在、本市でおきましては、本年４月から厳

しい経営状況下における施工体制合理化のた

め、人員不足になる現場ごとの常駐配置が困難

なことに配慮いたしまして、複数の本市発注工

事の現場代理人を兼任できるように改めており

ます。 

 今回熊本県との調整を得まして、資料に記載

しておりますとおり、一定の要件を満たすこと

を条件に、県発注工事も対象といたしまして、

他の工事の現場代理人と兼任できるよう条件緩

和の範囲拡大を予定をしております。 

 ただいま説明しました件につきましては、本

市のホームページへの掲載、関係団体への文書

発送で、その周知に努めていきたいというふう

に考えております。 

 以上、簡単でございますけれども、御報告を

終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） この入札後の公表と

いうことなんですが、最後の２行ですね、今後

の課題というふうに考えているというふうな文

言があるんですが、執行部としてはどうなんで

すかね、入札後公表がいいというふうに、導入

したいというふうにお考えですか。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 國岡課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。事後公

表の扱いにつきましてはですね、先ほどちょっ

と申しましたように、私たちの事務局といたし

ましては、公正な入札ということで考えており

ました。ただし、その事後公表に移しましたと

ころ、先ほど申しましたようなデメリットが生

じております。そういうデメリットが生じてい

るということがございますので、とりあえずは

ですね、事前公表に戻したいと。ただし、先ほ

ど申しましたように、今後ですね、本議会とか

関係団体の意見を踏まえてですね、県内市町村

の実施状況を勘案し、関係業者への事後公表へ

の理解が深まれば、事後公表に変更する可能性

もあるということでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 幸村委員、いいで

すか。 

 はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それと、先ほ

どの説明の中で、各部署、機関での検討はこれ

からになるというふうな説明でしたかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、國岡契約検

査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。先ほど

申しましたように、検証というのが、実際デメ

リットが、今生じておりますので、不参加、辞

退が多いと。で、不参加とかなればですね、１
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年間を通して２回不参加になりますと、指名停

止委員会に諮りましてですね、指名停止を行い

ます。業者さんに対してもですね、相当デメリ

ットが生じますので、そういうのも含めまして

ですね、どういう内容のものが一番いいのかと

いうことを検証していきたいと。 

 で、将来的につきましては、先ほど申しまし

たように、今回はですね、いろんなことで、事

前公表ということでいきますけれども、含みは

残しておきたいというふうでございます。 

 済みません。それからですね、事後公表を事

前公表に戻すということにつきましてはです

ね、先ほど言いましたように、この指名業者の

選定につきましてはですね、基本方針とか関係

の例規等に従いましてですね、公平、中立にで

すね、指名業者名の選定案は、事務局としては

策定しておる、選定している自負はございま

す。ただしですね、入札前の事前公表というこ

とになればですね、落札者決定する前の期間、

以前にですね、外部からですね、不特定多数が

入札情報公開システムを通じましてですね、チ

ェック機能が働くという役割もございますもん

ですから、そういうメリットも踏まえまして、

今回は事前公表に戻すという結果でございま

す。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。ありがとうご

ざいます。 

 もう１点お伺いをしたいのは、４月１日か

ら、入札後公表というふうに変更された中で、

所定の手続をずっと踏まれてきてますよね。と

いうことは、その逆の、同じような手続を踏ん

で、今回、また戻すと、もとに戻すということ

だけれども、それは今からですか、それとも済

んでいますかというお話を聞きたいんですが。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、國岡契約検

査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。今か

ら、その準備に取りかかります。一応、事務局

案としてですね、直近の入札参加者資格審査委

員会に、案として諮って、そこで了承を受けれ

ば、当然市長のほうに報告ということで、市長

のほうで追認していただければですね、関係の

ですね、公表要領というのがございますもんで

すから、それをですね、一部改正をして、事前

公表に戻すという手順を踏んでいきます。 

○委員（幸村香代子君） はい。わかりまし

た。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 意見として申し上げと

きます。 

 今、幸村委員からちょっと出ましたが、手続

は踏んであるんですかて。４月１日に唐突とし

てですね、突然こういうお話が出まして、普通

はですね、議長、副議長に、まずお話があっ

て、その後所管の委員長、副委員長さんにお話

があるわけでありますが、私も、何カ月かし

て、その話を聞いたので、契約検査課長を呼ん

で、お話をしたところであります。 

 透明性と言われますが、一部の方にだけが透

明性のあったのかなと、落札率を見てみます

と、そんなには落ちてないということでありま

すので、ぜひその辺はですね、議会軽視だと思

いますので、ぜひ気をつけていただきたいと思

います。強く申し上げておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、國岡契約検

査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。今、古

嶋委員さんから御意見いただきました。全くそ

のとおりと思っておりますので、それにつきま

してはですね、議会のほうにも、事前に説明を

いたし、あわせましてですね、先般建設業協会

のほうからですね、要望においでになりまし
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た。制度改正をして、それを実施する場合につ

いては、十分な周知時間を設けてくれと。そう

せぬと、業者さんのほうが混乱いたしますよと

いう忠告を受けておりますので、そういうこと

をですね、肝に銘じまして、今後入札の制度改

正に努めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

 はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。今の課長のお言

葉でもあったんですけども、事前の説明が不足

したということと、やっぱり、移行期間という

部分では、非常に混乱も生じるということで、

パソコンとかで、開けて見ることがですね、で

きぬかったというようなところもあったんだろ

うと思います。そういったときには、移行期間

の措置として、執行部側から電話をかけて、指

名してますよというような１本もですね、あっ

てもよかったのかなと、期間を設けてですね、

そういったところも、１つの案としてできるの

かなというふうに思っております。 

 質問をさせていただきますが、指名業者さん

のほうの理解が得られれば、事前公表じゃなく

て、事後公表へと取り組んでいきたいというよ

うなお話もあったんですが、理解が得られれば

という、理解を得るために、契約検査課として

はどういう仕事をしていかれるおつもりなの

か、どう考えておられるかをお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（成松由紀夫君） 國岡契約検査課

長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。事前公

表、事後公表、公表につきましてですね、国の

法律、指針関係がございまして、それに基づい

て、うちが国にならって行っているというスタ

イルでございます。 

 ただし、大きな変革が伴う場合についてはで

すね、混乱を生じないように、関係の業者さん

についてはですね、十分説明をして、場合によ

ってはですね、意見聴取をしながらですね、私

たちが考えるところと、歩み寄っていただける

ような努力を、事務局はしていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 十分な説明というとこ

ろに尽きるんだろうと思いますけども、ある意

味では、一つの目標を持った形でですね、取り

組みを進めていかないと、だらだら、そのまま

になっていってしまうという部分もあるのかな

というふうに考えますので、そのあたりは、ま

た担当課のほうでしっかりと計画なりをつくっ

ていただいてですね、進めていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、國岡契約検

査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 今の、参考ま

ででございますけれども、事後公表に、今行っ

ているのがですね、４５市町村の中で６つでご

ざいます。 

 それと、あと電子入札を導入してですね、事

後公表を行っているのが、宇土市と八代市と益

城という状況でございます。 

 大きなところで、県は、今まだ事前公表と、

熊本市も事前公表と、大きな自治体について

は、まだまだ事前公表でございます。そういう

ところとですね、やっぱり連携をとりながらで

すね、行っていかなければ、なかなか業者さん

への理解も深まっていかないのかなというふう

には思っております。 

 以上でございます。 
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○委員長（成松由紀夫君） ほかにございます

せんか。 

 はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今回の改正については

ですね、これはもう、一般質問もされた議員も

おられますし、これは、総務部長、入札、契約

についての改正というのは、まだたくさんある

と思うんですよ。というのは、着工までね、入

札を終えてから着工までの時間もたいぎゃなか

かるよな。そういうのもあるし、いろんな面で

ですね、これは契約検査課長も含めて総務部

長、改正をですね、するところは、どういうと

ころがあるんだということも含めて、これは協

会も含めてですね、自治体と一緒になって検討

していかなければ、一部だけの改正じゃ、これ

いけないと思うんですよ。今回については、こ

の入札、契約の事前と事後ですけれども、事前

と事後、どう違うかということなんです。どこ

にメリットとデメリットというのを、不参加

で、不参加したその理由何なのかということを

公表してください。大体わかりますけどね。な

ぜ不参加したのか。デメリットという、メリッ

トもあるのを、やっぱし、メリット、デメリッ

トの中でですね、本当に行政が、入札制度の中

でですね、本当に、業者の方々、協会とか業者

の方々にですね、どれだけのメリットがあって

るのかですね、この制度で。事後、事前の中で

ですよ。詳細に、これは検討していかなければ

ですね、いろんな問題が生じているのは、八代

市の入札、契約の、ここらあたりにはですね、

私は抜本的にメスを入れて、改正しなければ、

これだけ改正しても、何も、私、意味がないと

思うんですよ、事後、事前というのは。事後っ

て、事前に公表するのは、これは当たり前なん

ですね。なぜ事後に変わったのかということで

す。今、言われたように、古嶋委員が言われ

た、唐突にできた、私もたいがな苦情を言いま

したよ、はっきり言ってからですね。注意をし

ました、なぜだったのかということを。建設部

長あたりで、はっきり言って、そこまで通して

から、それから、すっと市長がやったのか。そ

ういうことの意見を聞いたんですけども、戸惑

ったのは事実なんですね、これ、契約検査課

長、はっきり言ってから。これは事実として認

めながら、じゃあ、どういうふうな改正をする

のかということをですね、もう少し詳細に、私

はデータを出してほしいと思うんですよ。です

ね。 

 電子の、電子の入札とですね、システム導入

に伴うということでありますけども、それは、

今どき電子入札というのは、これは当たり前に

なってくるんですよね。してないところにウエ

ートを置くのか、電子を扱う人にウエートを置

くのか、扱って切らない人にウエートを置くの

かと。ここが多分出てくるんですよね、問題

は。じゃあ、電子を扱う人は物すごくメリット

がありますよというふうな状況の意見も聞きま

すね。電子を扱わない人は物すごくデメリット

が出てきますよということなんですよ。 

 そういうのも含めて、今回についてはです

ね、事後について、事前が事後になった理由も

ですね、いろんな分析しながら、私たちも戸惑

ったというのが現状ですね。それは、地域から

もいろんな要望があったわけでしょう。特に、

協会あたりから強い要望があったということ。

それについても、当時の市長、現場に行かれて

から、いろんな説明等もされてやられたこと聞

いておるんですけども、まずは、やっぱし、契

約の國岡課長あたりが、きちっとした土台の中

で、両足を地べたについて、私は、やっぱし、

その方向性というのは、今後見出してほしい

と。この事前については、公表すればするほど

ですね、味があると、いけませんけども、私た

ちは官制談合というのは、そういうのは、これ

やったら関係ないわけですから、いいわけです

けども、まずは、業者の方々がスムーズにい
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く、そういうシステムの中でですね、改正をし

てほしいというのがあります。 

 次の委員会の中でですね、抜本的に改正する

ことがたくさんありますから、そこら辺につい

てもやりましょう。という、私の質問でありま

すけども、意見じゃありません。何かありまし

たら答弁してください。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。この一連の

ことで、皆様に御迷惑をおかけいたしました。 

 私も何回か、過去に申しましたが、平成２２

年ぐらいからですね、ここ数年にかけまして、

入札制度改革ということで、かなり細かな部

分、大きな部分はございますが、やっておりま

す。 

 平成２２年が５件、それから、２３年度が４

件、先ほど申しました、２４年度が１３件とい

うふうに、かなりの２４年度はたくさんの項目

を改正、内部でやりましたものですから、ちょ

うど、そして、かつ電子入札という、かなり以

前から取り組んでいた一つの大きな山場がござ

いましたものですから、そこで、事後公表もで

すね、重なったものですから、非常に申しわけ

ございません、混乱を招きました。 

 今回のことを反省をしまして、今後、言われ

た、いろいろと御意見いただきましたことを参

考に、今後対応させていただきたいと思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 御理解いたします。ど

うぞ。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、最後

に、委員長からもお願いですが、やはり、唐突

感が否めないと、トップダウンであったのか、

何なのか、わかりませんけれども、こういった

制度改正についてはですね、逐一議会、そし

て、関係団体には、周知を徹底された上でやら

れるように要望をいたしておきます。 

 以上で、入札・契約制度の改正についてを終

了いたします。 

 ここで、所管事務調査終了の前に、さきの本

委員会における都市計画・建設工事に関する諸

問題の調査の中で、八代市住生活基本計画に関

する質疑に対する答弁について、執行部から発

言の訂正の申し出があっておりますので、これ

を許します。 

○建築住宅課長（今村一成君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 今村建築住宅課

長。 

○建築住宅課長（今村一成君） 建築住宅課の

今村です。 

 長時間の審議でお疲れのところ申しわけござ

いません。座って説明させていただきます。 

 さきの９月２５日に開催されました建設環境

委員会所管事務調査の八代市住生活基本計画に

ついての報告の中で、前川委員の御質問に対し

お答えいたしましたことについて、訂正がござ

います。 

 当時の概要説明の、――概要報告の後の質疑

の中で、前川委員からの質問として、１３７８

戸でよろしいですか、現在が１０８戸を除い

て、１２７０戸でよろしいんですかとの御質問

に対しまして、はい、とお答えいたしておりま

した。しかしながら、質疑の前の報告の中で、

私は、用途廃止戸数を１０１戸と発言しており

まして、戸数に食い違いがございました。 

 １０８戸というのは、当時お配りしておりま

した資料、八代市住生活基本計画附属資料、八

代市市営住宅の今後のあり方についての７ペー

ジに記載しておりますが、用途廃止が予想され

る１０８戸というのは、平成２２年度の八代市

営住宅長寿命化計画の策定時に算定したものを

利用しておりました。また、記載はございませ
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んが、１３７８戸も、長寿命化計画の策定時期

の管理戸数であります。しかしながら、２４年

度末までに７戸が、既に用途廃止済みでありま

して、用途廃止戸数及び管理戸数は、どちらも

差し引き後の１０１戸及び１３１戸となるわけ

でありまして、あっ、１３７１戸となるわけで

ありまして、今後の管理戸数として１３７１マ

イナス１０１イコール１２７０となりますこと

から、この１２７０戸の数にとらわれまして、

さきのように発言してしまいました。 

 したがいまして、前川委員の御質問に対し

て、説明不足がありまして、１０８戸は平成２

２年度の八代市営住宅長寿命化計画の策定時に

算出したものを利用しておりましたため、現在

においては、管理戸数１３７１戸、用途廃止１

０１戸であることに訂正させていただきたいと

思います。 

 また、本来は、９月２５日の資料としては、

最新の数値１０１戸と記載したものをお配りす

べきでありましたことをおわびいたします。申

しわけございませんでした。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 要するに１０８が１０１ですね。 

 前川委員、それでよろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） 次、進みます。 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、所管事務

調査２件についての調査を終了いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、閉会中の継

続審査及び調査の件についてお諮りいたしま

す。 

 所管事務調査２件については、なお審査及び

調査を要すると思いますので、引き続き閉会中

の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもちまして、建設環境委員会を散会い

たします。 

（午前１１時５４分 閉会） 
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